
PPP/PFI推進アクションプラン

重点分野実行計画

令和５年６月

厚生労働省



水道



①公共施設等運営事業の契約書及び要求水準書の作成、周知【Ｒ４年度に作成し公表】
②公共施設等運営事業の候補となる地方公共団体へのトップセールス等の働きかけ【Ｒ４年度中に８件実施】
③公共施設等運営事業に係る調査費等に対する支援【Ｒ５予算要求】
④「水道分野における官民連携推進協議会」等を活用した、先進事例の周知【Ｒ４年度以降継続実施】

水道分野 実行計画 概要

具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討 ７件

８件 ９件 １０件 １０件

うち

実施方針公表 ４件

５件 ６件 ６件 ７件

うち

実施契約締結 ２件
４件 ５件 ６件 ６件

■案件候補の年度別進捗

■案件形成のための推進施策等

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

７２件程度 ２４件 ５件

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

（件数は累計値）

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、

他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
令和４年度から開始した水道分野初の公共施設等運営事業である宮城県の取組は他地域における公共施設等運営事業の活用の有力な先
例となることから、関係省庁が一丸となって着実な事業実施を支援する。

令和８年度までに５件の具体化（取組の結果、公共施設等運営事業以外の手法となった場合も含む）を目標とする。

DBO方式 ： 小田原市
DBO方式 ： 下関市
PFI（BT）方式 ：大阪市
PFI（BTO)方式 ：大津市
方式未定 ：３件

公共施設等運営事業：0件
DBO方式 ： 小田原市
DBO方式 ： 下関市
PFI（BT）方式 ：大阪市
PFI（BTO)方式 ：大津市

公共施設等運営事業：0件
DBO方式 ： 小田原市
DBO方式 ： 下関市



【水道】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

水道用水供給事業： 88事業
上水道事業： 1,304 事業
簡易水道事業： 2,415 事業

給水人口10万人以上の事業
287事業

＜基準設定の根拠・解説等＞

・複数の種類の事業を実施している都道府県の水道用水供給事業
・法定耐用年数を超えた浄水施設を有する上水道事業

72事業

＜案件候補*2＞

・厚生労働省水道課ＨＰ

・人口10万人以上の地方公共団体に
対し、内閣府及び総務省から
PPP/PFI手法導入優先的検討規程の
策定を要請（令和3年6月）

・宮城県と類似条件（事業規模等）を
有する都道府県から選定

・水道施設の更新を控えている水道事
業者を選定

・宮城県と同様に、水道用水供給、流
域下水道、工業用水道事業を実施し
ている都道府県を抽出
・浄水場等の施設が経年化している団
体で更新需要が増加すると想定

・コンセッション先行事例の宮城県と類似条件（事業規模等）の水道用水供給事業
・DBO・PFI等が活用できる水道施設の更新を控えている上水道事業

24 事業

参考：アクションプランにおける５年間で少なくとも具体化すべき事業件数目標：５件

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補：アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、

個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの



【水道】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

水道

令和８年度までに５件の具体化（取組の結
果、公共施設等運営事業以外の手法となっ
た場合も含む）を目標とする。＜厚生労働省
＞

厚生労
働省

水道

・水道施設や事業経営に係るデータを整理・
調査し、水道事業の持続性・脆弱性に関する
実態を把握し課題を整理し、地方公共団体へ
働きかけを実施する。（令和４年度開始）＜厚
生労働省＞

厚生労
働省

（R4実績）
都道府県への働きかけを実
施。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

水道

・宮城県の先進事例の横展開のため、類似
条件を有する地方公共団体やウォーターＰＰ
Ｐを早急に検討するべき地方公共団体等、
ターゲットを明確にしたトップセールス等の働
きかけを１５件実施する。（平成２９年度開
始、令和５年度強化）＜厚生労働省＞

厚生労
働省

（R4実績）
８件の働きかけを実施。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

水道施設や事業経営に係るデータの整理手法を再検証し、都道府県をはじめとした地

方公共団体へ働きかけを行う。

宮城県と類似条件を有する水道事業者等（都道府県、市町村等）へのトップセール

ス等の働きかけを行う。

水道事業の持続性・脆弱

性に関する実態、課題等

について地方公共団体へ

働きかけを実施し、５件の

具体化（取組の結果、公

共施設等運営事業以外の

手法となった場合も含む）

の達成を目指す。

宮城県の先進事例の横展

開のため、類似条件を有

する地方公共団体等、

ターゲットを明確にしたトッ

プセールス等の働きかけ

を５年間で１５件実施し、５

件の具体化（取組の結果、

公共施設等運営事業以外

の手法となった場合も含

む）の達成を目指す。

宮城県と類似条件を有す

る地方公共団体（水道用

水供給、流域下水道、工

業用水道事業を実施して

いる都道府県）を抽出する。

宮城県の先進事例につい

て、令和４年度中に８件の

トップセールス等を実施す

る。

水道施設や事業経営に係

るデータを整理・調査し、

現状や課題について整理

し、地方公共団体（都道府

県）へ働きかけを行う。



【水道】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

水道

・作成・公表した宮城県の事例を参考にした
公共施設等運営事業の契約書及び要求水
準書のひな形を周知する。（令和４年度開始）
＜厚生労働省＞

厚生労
働省 （R4実績）

契約書及び要求水準書のひ
な形を作成し、ウェブページ
に公表済み。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

水道

・令和５年度から拡充された官民連携の導入
に向けた調査、検討及び計画作成等に関す
る支援事業（官民連携等基盤強化推進事
業）を周知し、活用を促進する。（令和４年度
開始、令和５年度強化）＜厚生労働省＞

厚生労
働省

（R4実績）
生活基盤施設耐震化等交
付金の拡充について、R5予
算案に盛り込んだ。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

水道

・水道の整備等に係る国費支援に関して、Ｐ
ＰＰ／ＰＦＩの導入に関する民間提案を求め適
切な提案を採択することを要件化することに
ついて、令和４年度の検討結果に基づき、令
和５年度より運用を開始する。（令和４年度開
始、令和５年度強化）＜厚生労働省＞

厚生労
働省

（R4実績）
要件化案についての事務連
絡を発出し、水道事業者に
周知した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

宮城県の事例を参考にした

公共施設等運営事業の契

約書及び要求水準書のひ

な形を作成し、厚生労働省

のウェブサイトにて公表す

る。

厚生労働省のウェブサイトにて公表している公共施設等運営事業の契約書及び要求

水準書のひな形について周知する。

宮城県の事例を参考にし

た公共施設等運営事業の

契約書及び要求水準書の

ひな形を作成、周知し、５

件の具体化（取組の結果、

公共施設等運営事業以外

の手法となった場合も含

む）の達成を目指す。

官民連携の導入に向けた調査、検討及び計画作成等に関する支援事業（官民連携等

基盤強化推進事業）を周知し、活用を促進する。

官民連携の導入に向けた

調査、検討及び計画作成

等に関する支援を行うこと

で、５件の具体化（取組の

結果、公共施設等運営事

業以外の手法となった場

合も含む）の達成を目指

す。

「各地方公共団体が、

PPP/PFIの導入に関する民

間提案に対する受付窓口を

明確にし、受領した民間提

案の適切性を検討の上、適

切と判断した場合には採択

すること」について、交付金

の要件化を検討し、令和４

年度中に結論を得る。

検討した内容に基づき、令和５年度から運用を開始する。 水道の整備等に係る国費

支援に関して、ＰＰＰ／ＰＦ

Ｉの導入に関する民間提

案を求め適切な提案を採

択することを要件化するこ

とについて検討し、５件の

具体化（取組の結果、公

共施設等運営事業以外の

手法となった場合も含む）

の達成を目指す。



【水道】 推進施策の進捗目標

水道

・上下水道一体でのウォーターＰＰＰに対し、
国費支援に関するインセンティブを設定するこ
とについて検討し、令和５年度中に結論を得
る。（令和５年度開始）＜厚生労働省＞

厚生労
働省

ー （R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

水道

・水道事業に公共施設等運営事業を活用す
ることにより民間経営ノウハウを導入すること
が、広域化と併せ水道事業の長期的な健全
性の確保にとって有効な方策であることにつ
いて、広域化を契機としてＰＰＰ／ＰＦＩを活用
している事例を含め、国が率先して示すこと
により、地方公共団体による公共施設等運営
事業等の民間活用を強力に後押しする。（平
成３０年度開始）＜厚生労働省＞

厚生労
働省

（R4実績）
「水道分野における官民連
携推進協議会」等におい
て、公共施設等運営事業に
関する情報を周知した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

水道

・水道分野における公共施設等運営事業を
含むウォーターＰＰＰ等の検討促進や住民不
安の解消を目的とし、全国各地で水道分野
における官民連携推進協議会等を活用した
啓発活動を実施する。（平成２９年度開始、令
和５年度強化）＜厚生労働省＞

厚生労
働省

（R4実績）
「水道分野における官民連
携推進協議会」や地方公共
団体が主催する協議会等に
おいて、公共施設等運営事
業に関する情報を周知し
た。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

厚生労働省が主催する「水道分野における官民連携推進協議会」等において、公共施設等運営事業等に関する情

報提供を行うとともに、広域化を契機としてＰＰＰ／ＰＦＩを活用している事例等、先行的に取り組んでいる事例を紹介

することなどにより、地方公共団体による公共施設等運営事業の活用を促進する。

地方公共団体による公共

施設等運営事業等の民間

活用を強力に後押しし、５

件の具体化（取組の結果、

公共施設等運営事業以外

の手法となった場合も含

む）の達成を目指す。

厚生労働省が主催する「水道分野における官民連携推進協議会」や地方公共団体が主催する協議会等を活用した

啓発活動を実施する。

全国各地で水道分野にお

ける官民連携推進協議会

等を活用した啓発活動を

実施し、水道分野におけ

る公共施設等運営事業等

の検討促進や住民不安の

解消に努め、５件の具体

化（取組の結果、公共施

設等運営事業以外の手法

となった場合も含む）の達

成を目指す。

令和５年度中に得た結論を基に、地方公共団体に対して周知活動を実施。国費支援に関するインセ

ンティブを設定することに

ついて検討し、令和５年

度中に結論を得る。

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）



【水道】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

水道

・水道事業における公共施設等運営制度の
運用について、水道施設運営権の設定に係
る厚生労働大臣の許可に関する審査につい
ての基本的な考え方を定めた「水道施設運
営権の設定に係る許可に関するガイドライ
ン」等の周知を促進する。（平成３０年度開
始、令和４年度強化）＜厚生労働省＞

厚生労
働省

（R4実績）
「水道分野における官民連
携推進協議会」等を活用し、
ガイドライン等について周知
した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

水道

・水道分野において先導的に取り組む地方
公共団体に対しては、案件形成に向けて他
分野を含めた先進的な取組事例に関する情
報提供や助言等により継続的な支援を行う。
（平成２９年度開始）＜厚生労働省＞

厚生労
働省

（R4実績）
「水道分野における官民連
携推進協議会」を４回実施
し、工業用水道分野の動向
等に関する情報提供を行っ
た。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

水道事業における公共施設等運営制度の運用について、水道施設運営権の設定に係る厚生労働大臣の許可に関

する審査についての基本的な考え方を定めた「水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン」等を、「水

道分野における官民連携推進協議会」や厚生労働省のウェブサイト等で周知を行う。

水道事業における公共施

設等運営制度の運用につ

いて、水道施設運営権の

設定に係る厚生労働大臣

の許可に関する審査につ

いての基本的な考え方を

定めた「水道施設運営権

の設定に係る許可に関す

るガイドライン」等の周知

を行い、５件の具体化（取

組の結果、公共施設等運

営事業以外の手法となっ

た場合も含む）の達成を

目指す。

「水道分野における官民連携推進協議会」において、他分野である工業用水道分野の動向等に関する情報提供を

実施するとともに、先導的に取り組む地方公共団体に対して技術的助言等を行う。

先導的に取り組む地方公

共団体に対し、案件形成

に向けて他分野での先進

的な取組事例に関する情

報提供や助言等により継

続的な支援を行い、５件

の具体化（取組の結果、

公共施設等運営事業以外

の手法となった場合も含

む）の達成を目指す。



具体的検討等を行っている案件リスト

具体的検討、実施方針公表、実施契約締結した案件について、整理する。

水道
事業者 案件 スケジュール

実施契約締結

神奈川県
小田原市

高田浄水場再整備事業（DBO） 令和４年７月19日 実施契約締結
令和３年３月１日 実施方針公表

山口県
下関市 長府浄水場更新事業（DBO）

令和４年８月26日 実施契約締結
令和３年11月29日 実施方針公表

実施方針公表

大阪府
大阪市

大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業
（BT）

令和４年11月15日 実施方針公表

滋賀県
大津市

真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施
設運転維持管理事業（BTO）

令和４年７月11日 実施方針公表

具体的検討

大阪府
東大阪市

東大阪市新水道庁舎基本計画策定支援業
務委託 令和４年度に導入可能性調査を実施

大阪府
堺市 水運用管理システム更新事業 令和４年９月16日

マーケットサウンディング実施要領公表

神奈川県
山北町 官民連携等基盤強化支援（厚労省）



○先進事例及び国の取組の発表
・水道事業者等の取組紹介
Ø管路更新を促進するための小規模簡易DB
方式
Ø水道事業の包括委託
Ø水道事業者における先進的な官民連携の
取組事例
（宮城県コンセッション事業の紹介など）

・厚生労働省、経済産業省（工業用水道）に
おける取組紹介

○民間事業者によるプレゼンテーション
協議会に参加した民間事業者から水道事業
者等に向け、各社で取り組んでいる官民連携
手法等をプレゼン。

○フリーマッチング
水道事業者と民間事業者が個別に対面して、
自由に意見交換を実施。

我が国の水道分野が抱える様々な課題に対応するために、コンセッション方式を含む官民連携の
推進や広域連携など多様な形態による運営基盤の強化を推進することが不可欠である。そのため、
厚生労働省と経済産業省が連携し、官民連携に一層取り組みやすい環境を整え、水道事業者等と民
間事業者との連携（マッチング）を促進することを目的とした「水道分野における官民連携推進協
議会」を全国各地において開催している。

開催実績
年度 開催実績

平成22年度 3回

平成23年度 3回

平成24年度 5回

平成25年度 4回

平成26年度 4回

平成27年度 4回

平成28年度 4回

平成29年度 4回

平成30年度 4回

令和元年度 4回
令和２年度 3回
令和３年度 4回

令和４年度 第1回：山形（10月）、第2回：福岡（11月）
第3回：茨城（12月） 、第4回：三重（2月）

実施内容例

フリーマッチング

令和４年度参加実績
第1回： 82人
（11水道事業者等、31民間事業者）
第2回 ： 102人
（14水道事業者等、35民間事業者）
第3回 ： 86人
（11水道事業者等、31民間事業者）
第4回： 129人
（14水道事業者等、45民間事業者）

水道分野における官民連携推進協議会



水道施設運営権に係るガイドライン、契約書及び要求水準書のひな形の周知
厚生労働省ウェブページにおいて、「水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン」を掲載している。

また、みやぎ型管理運営方式を参考にした契約書及び要求水準書のひな形を掲載した。

【厚生労働省ウェブページの一部抜粋】


